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r三旧学会雑誌」82卷3号 〔1989年10月）

「七三一」部隊の研究における

中国研究者の動向について
---- 最 近 の 中 国 に 現 れ た 研 究 の 成 果 に 寄 せ て ----

田 中 明  

江 田 い づ み

m
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目 次 
問題の提示と論点の整理 

一(1) 七三一部隊の中心的抛点における隊内の 
活動について 

一(2) 中心的拠点の中国人社会に対する影響に 
関する問題

一 (3) 七三一部隊の拠点撤退後に生じた細菌汚 
染が東北住民に与えた後遺症の諸事例 

一(4) 「防疫給水部」の細菌戦活動が中国各地 
の軍民に及した伝染病言に関する論究 
研究の動向と今後の課題

〔I 〕 問 題 の 提 示 と 論 点 の 整 理

一九A 五 年 3 月後半に太平洋戦争史研究会が, 

中国を訪問した際に生じた二重の成果は，予知 

された結果と予期せざる成果をあわせもつもの 

であった。 第一に前者についていえば，七三一

部隊の研究における中国研究者の作業はいまだ 

端緒的な段階にあるとみた訪中前の推測にくる 

いなく， それゆえ， 日本側の研究者が把握しう 

る必ずしも多くない資料さえも，A 五年の段階 
においては中国側の研究にとっての啓発と助成 

の糧となりうることを双方が確認し合うことに 

なったが， 第二に後者についていえば，訪中は 

会員の予想と期待を越える範囲の課題を残した。 

もしくは， 日中雨国の研究者間の関心領域と問 

題意識のズレとミゾの深さに関わる問題とその 

解決の方途の探求という今後の課題が生じたと 

思われる。

課題の提示は，訪中の事実上の第一日にはじ

まり最終日の予定外の会合におよんだ。 初日の
(2 )

1 9 日に，わ れ わ れ は 午 前 に 万 氏 と 会 談 し 午 後
(3 )

は金源氏と会合をもったが， 雨氏の話題が期せ 

ずして七三一部隊の本拠撒退時に生みだした汚

注 （1 ) 研究会の訪中団は，慶應義塾の学究有志が，中国研究所と朝日新聞社の有志による協力をえて団員 
を構成し， 帰国後は上記の訪中団を基盤に，「大学」と 「日本」 の二つの枠を乗り越える方途を志向 
するものとなった。「太平洋戦争史」 の概念はたとえぱ「十五年戦争史」の概念にくらべて， 暖昧で 
はあるが含みが大きい利点もあるので敢えて用いた。

( 2 ) 中国社会科学院教授•中国日本史学会会長，同氏の新著『日本ファシズムの興亡』〔六與出版，1989 

年）は最近の中国における日本ファシズム研究の動向の指標となろう。
( 3 ) かつての据順戦犯管理所所長としての金源氏はA 五年に，七三一関係の日本人戦犯としてr爾原」 

の存在を想起し確認された。そのさい，金源氏は七三一関係の戦犯調書類を管理所が作成したことも 
確認されたが現時の所在は不明であると述懐されていた。ちなみに，89年 4 月，綱原秀夫供述書と旧 
村良雄供述書が，滝谷ニ郎『殺戮工廠*731部隊』（新森書房）により編集•紹介された。撫順の資料 
と着做された供述書の原資料の所在と出所は不明である。
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染の問題一一故意か過失か， それはそれで究明

の課題となりうるが----抗日戦後の少くともニ

三年間に恐るべき後言を東北各地にもたらした

細菌汚染の問題にふれたとき， あきらかに日本

側の研究者にとっては従来の研究の言点に属す

る新しい領域に関わる重要な課題が現れた。 そ

ののち，2 1 日より24日まで，哈尔濱市ならびに

平房地区における調査の過程で，上述の細菌に

よる汚染ないし公言は，東北住民の生活と生産

に相当長期の僻みを残した*実が判明すること

になるが， 細菌汚染の問題はまさに細菌兵器が

実戦において使用される場合にこそ， 中国の軍

民とりわけて民衆に对して惨言を与えた事実を

印象づけたのは，3 月2 7 日，北京における中国の

軍医学の専門家の報告の内容であった。 すなわ
ち， 中国軍* 医 学 科 学 院•微生物流行病研究所,

(4 )
高樹徳教授の報告に照せば中国研究者の関心は 

総じて，人体実験の享実料明にあるよりも細菌 

戦争の実態解明にあるごとく，如上の問題意識 

が東北の細菌汚染の問題についての関心につら 

なろ， という意識の構成にこそ， 日本側の研究 

者が看過してはならない視角の相違が見出され 

るのである。 しかして， 日本の研究者にとって 

は未紹介の業績とみられる， 中国研究者のA 五 

年以後に著した七三一部隊に関する研究諸成果 

も視野に含めて筆者は論点の整理を試みる。 ち

なみに論点は以下の四項に集約されうる。

(1) 七三一部隊の中心的拠点における隊内の 

活 動について。

(2) 中心的拠点の中国人社会に対する影響に 

関する問題。

(3) 七三一部隊の拠点撤退後に生じた細菌汚 

染が東北住民に与えた後遺症の諸* 例 。

(4) 「防疫給水部」 の細菌戦活動が中国各地 

の軍民に及した伝染病言に関する論究。

〔n 〕一 (1) 七 三 一 部 隊 の 中 心 的 拠 点 に お  

け る 隊 内 の 活 動 に つ い て

A 旧日本陸軍の細菌戦部隊に関する秘密の 

保持が戦中と妙後を通じて厳守された結果とし 

て，部隊内部の実態把握は僅かな日本語文の文 

献資料を除くと日本人の元隊員の証言に基く事 

例が多く， きわめて著名な享例としては一九四 

九年末のハバロフスクの軍享法廷における公判 

記録をみるが， 中国の国内においても同種の栽 

判 が な さ れ た 所 産 と し て r七三一」 の元隊員た 

ちの証言が中文により記録された。

黒 龍 江 省 林 ロ の 七 三 一 部 隊 . 一六ニ支隊の隊 

長綱原秀夫は， 日本帝国敗退後に撫順戦犯管理 

所 に 収 容 さ れ て い た 『隊員』 であったが，一九 

五 六 年 の 4 月 〜 5 月に藩陽北大営の軍ま法廷に

注 〔4 )1985年 3 月27日の高樹徳教授報告は，日本帝国主義の細菌兵器使用の「報況」について下記のごと 
く，

(i)1940年10月，浙江省享波。
(ii) 1940年10月〜11月，浙江省内ニ件。
(iii) 1941年11月，湖南省常徳。
(iv) 1942年 8 月，浙江一一江西戦線。
について例証したその報告を次のように結んでいる。
「1940^〜1944年の5 ヶ年間，日本帝国主義は中国において知られうる限り5 回の細菌戦を行って 

いる。地域は黒龍江，浙江，江西，湖南の四省に及び，ペストに感染したノミやネズミを散布してい 
る。汚染された地帯は12の県や市にわたっている。伝染病の流行は1945年まで続いた。資料によると 
発病者は1,740人，死亡者は1,593人で，病死率は91.55%,ある地域では1 0 0 %となっている。（1944 

年までの統計）
この他，日本侵略軍は華北の抗日根拠地でも細菌兵器を使用したことがある。1941年 4 月，河曲県 

刑鎮でペスト菌が発見された。それ以外に山西，河北，山東，河南の省境地帯でも細菌兵器が使用さ 
れた。 8 年間の抗日戦争期に不完全な統計ではあるが解放区の1,200万の人民が発病したといわれて 
いる。……」（括弧内邦語訳文責江旧）
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現 れ て 戦 犯 裁 判 を 受 け た 。綱 原 と ほ か 3 名の
( 6 )

『隊員』 の 連 名 に よ る r 罪悪史」 は元隊員の回 

想という形式による内部からの告登である。 彼 

等のIEWのなかでも特別に留意さるべきは， が 

んらい五常県の背陰河にあった部隊の前身の移 

転の原因に関連のある記述である。 たとえば， 

捕虞として部隊に投獄された中■ の r 抗日救国 

の勇士数名」 力';,一九三四年に暴雨に乗じ看守 

を倒し揚晴宇将軍のもとに迪り着いている， と 

いう事実の記録がある。 隊内機密の部外露呈を 

おそれた隊長の石井はこれより移転を決意，失 

火と称しまら施設に火を放ち，哈尔濱市の陸軍 

病院の南へと部隊の本拠を移した， というので 

ある。 この証言は平房に移転する以前の部隊の 

足跡を示唆すると同時にまた，実験の材料とし 

て部隊に拘留された捕虞たちが脱走を果した例 

誰として特筆に値する。
(8)

B 一九A 五年の韓隨氏論文は，綱原を含め 

て 5 名 に 達 す る 「七三一」 の元隊員の証言■をあ 

らたに紹介しているが，上記一九A 五年論文が 

中央槽案館所蔵資料を使用したという努力につ 

いては，森村誠一氏の仮説をその七三一研究の 

前提におき， 中国独自の資料に基く森村仮説の 

検証を欠く A 三年段階の初歩的研究に比すれば 

驚くべき進歩として評価しうる。 5 名の証言は 

主として部隊の実験に関わるが—— とりわけて

二三の実例をあげると—— ，( i ) - a , 第四部助 

手の上田弥太郎は，各種の実験に臨んで細菌の 

注 射 を 受 け た 「丸太」. 「木材」 〔実験の材料とし 

て使用された抵虞）を観察しながら記録をつけた。 

一 九 四 ニ 年 の 2 月 に 5 人の三十歳前後の生体を 

対象になされた実験の場合にあっても，「鼠疫」 

菌の注射後， 上 田 は 彼 等 の 容 態 を 観 察 し 「細 

苗試験観測記録表」 諸項目に即して，体温， 白 

血球，赤血球，血色素，血沈，血圧等を調べた。 

さ ら に 「丸太」 が死亡すると，警備隊に連絡し 

て解剖室へ移送した全遺体を焼却炉で勉理し以 

上 の記録を上部に提出するこ とを任務としてい 

た。（i)一 b , 第四部の高等官， 山 内 豊 紀 は 「霍 

乱」予防のワクチンの使用実験の享例を次のよ 
うな証言に留めている。一九四0 年 5 月，20〜 

30歳 の 年 20名 を 3 組に配分し， 第 一 の 8 名に， 

超 音 波 製 造 法 に よ る 「菌苗」 を投与したが， 第 

ニ の 8 名は，陸軍軍医学校の製法により製造さ 

れ た 「菌苗」 を投与，残 り の 4 名 は 「菌苗」 を 

与えず，2 0 日後に20名の全員に致死量の二倍に 

相当する病菌を牛乳に混入し投与した。 実験の 

結果は， ワクチンをほ与されなかった4 名全員 

が 3 日以内に死亡しているのに，陸軍軍医学校 

製 法 の 「菌苗」 を 与 え ら れ た8 名は大半が感染 

し3 名は重症を呈したうえ， そ の う ち の 1 名は 

死亡している力’S 超 音 波 の 製 造 法 に よ る 「菌苗」

注 （5 ) 徐 文 方 r侵華日軍第七三一部 隊 • 林ロ支隊」（中国人民政治協商会議黒龍江省 委 員 会 『黒龍江文史 
資料』 第 22輯， 1986年） によると， 七三一部 隊 .一六ニ支 隊 （林ロ支隊） の雇用者.張清林が， 

1956年 4 〜 6 月，藩陽北大営における日本人戦犯のための法廷に招かれて証人として立ち，綱原秀夫 
氏は一六ニ支隊の隊長であることを証言したというが， 裁判の実況は「正義的審判」（正義の裁判） 
という表題をもつ映画に撮られたと伝えられる。

C 6 ) 辩原秀夫•田村良雄•秦正氏•蔽原英夫「"満洲第七三一部隊" 罪悪史」〔中国人民政治協商会議全 
国委員会文史資料研究委員会『文史資料選輯』第91輯，1983年)。 中国語訳は愛新覚羅•簿傑による 
労作である。

C 7 ) 韓 魄 r日軍七三一部隊法西斯暴行輯録」（『黒龍江文史資料』第19輯，1985年）は五常県の背陰柯に 
細菌工場が哈尔濱市の南廣宣化南に細菌研究所が存在していたとの見解をとっている。

( 8 ) 韓魄前掲論文。綱原と田村•上田の場合，滝谷氏前掲*が紹介した供述は韓隨論文引用の資料と符 
合する。とはいえ，田村と上田に比すれば重要な!E人と思われる，山内豊紀のHE言が韓魄論文に出現 
し滝谷氏の前掲書には全く現れず，それゆえ，滝谷氏編纂の資料は韓晓氏使用の資料の一部であると 
も出所が異る別の資料であるとも速断はしがたいものである。

( 9 ) 生体実験の材料とされた捕虞は中国語文によれば，「マルタI の音訳の「馬路大」（mSlu da) と意 
訳 の 「木材」「原木」「木頭」〔材木の意） 等の表記がなされているが， 台湾の研究書では説明付きで
「丸太」とま記される場合もある。
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を投与された， 8 名 は 1 名が軽症の頭痛をおこ

した以外には全く何らの症状もみられず， この

種 の 「菌苗」 の効果に関して確信をえた石井は

その大量の製造にふみきったという。 （ii>一 C ,

室内における実験のほかに，部隊は常設の実験

場を数ヶ所に設営し臨設のそれをも併せ用いた
(10)

ごとく，ふたたび上田の証言'によれば，一九四 

一 年 9 月，石井は20名の隊員を動員し，陶頼昭 

で炭值菌の細菌爆弾の投下訓練をしたといわれ 

る。 実験は平房から連行した30名の生体を円形 

に並べた杭に縛り付けて，空中から爆弾を投下 

し て 細 ま の 散 布 状 況 や 「丸太」 の感染状況を調 

查し， また山内の証言' では， 細菌爆弾なるもの 

が空中投下にかぎらず，地中埋設のそれを遠隔 

操作により爆破せしめる事例もあり， さらには 

す神原の伝聞によると，松花江の無人島に数十名 

の被験者を拘置して耐熱性の炭谊菌をg 墳した 

弾丸を迫撃砲で哈尔濱の付近から打ち込んだ， 

と い う 砲 撃 の 享 例 も あ る 。 r 丸太」 使用の実験 

以外に， 第 四 部 が 「鼠疫」菌を混ぜた注射液を 

r;おK 部にg ねて予防接種の名目で中国住民に注 
射 せ し め 2 名を死亡させた， という田村の証言 

からは，七三一部「をのrざ、内的作業も， 細菌戦部 

K の 中 心 的 拠 点 が お か れ た 『地域』 の住民にと 

っては，彼等の生活のみならず生命に危険をも 

たらす，破壊的な活動と無関係な事件ではない 

ことを抵し測ることができる。

〔n 〕一 (2) 中 心 的 拠 点 の 中 国 人 社 会 に 対  

す る 影 響 に 関 す る 問 題

われわれが七三一部隊を平房の中国人社会の 

視点よりみると， それは，進駐時に数ケ村の農

民の家と土地を奪い， 大量の労働力を強制的に

徴 用 し さ ら に ， 地域社会を伝染病言の恐怖に

さらした元凶でもあった。 それゆえま者は本節
において， 中国側の研究の見地よりみた部隊の

存在の諸影響について， わけても七三一部隊の

拠点とされた地域の中国人社会に対する諸種の

影響に関して少しく論ずる。

韓隨氏論文は七三一部隊が，平房への移転を

決定して以来，一九三六年〜一九三八年に周辺

部落に対し強制退去を命じ，接収した農地，約
(11)

700駒 C i m = 1 h a ) ,撤去した家屋，1 ,700棟余

-600家族の住居は奪われたも同じことで，

接収の代価は，1 响あたりの地価，40 0 元以上に

对 し て 僅 か に 12 0 元絵付，靈養屋根の家屋一軒

あ た り が 30 0 元に価するところを新しいもので

も僅か60元しか与えず，新居購入をなしえぬも

のは穴居生活におよんだという。 また七三一部

隊が中国各地方から， 強制的に連行しまたは詐

ik 的に就労せしめた中 i l 人の雇用者は10, 000人
(12)

に近く，徴用 rレの死亡きも3, 000名 に 達 し

の材料として殺害された虞旧が3 ,00 0 人を数え

る点に照せぱ，部隊により抹殺された中国人の
雇 用 者 は [ 丸太」 の死者に相当するという意味

に お い て も 無 視 さ れ え な い 存 在 と い え よ う 。 
(13) _

韓 • 尹連名論文は平房の周辺で徴用されながら 

死亡しなかった者約1,000名中170余名に取材し 

執筆されたといわれる。 それによると，七三一 

部隊の労働者雇用は，三六年をその開始期とし 

て，『満洲帝国』政府機関を通じて行われ，労働 

者の大多数は，哈尔濱，佳木斯，牡丹江，錦州 , 
海城，與城， など東北の各地から， しかしなが 

ら，遠来のものは河北や山東で徴用せられて， 

はじめは平房の部陳の施設の建設のために， の

注 （1 0 ) 常設の安達，城子溝，佳木斯，陶頼昭のごとき実験場のほかに，臨設のそれも併用せられた（本文 
参照)。

( 1 1 )韓 魄•都 得 里 「日本関東軍平房細菌工場紀実」（『黒龍江文史資料』第 9 輯，1983年)。 ところが， 
森村誠一『悪魔の飽食』第 三 部 （角川書店，1985年）111頁で韓曉氏は，「1,638戸の住民に期限を切 
って強制立退きを命じ……一戸あたり平均20 m 2, 合計32, 760 m 2, 建物面積プラス耕作地を含めて， 
610响……が強制徴用」 されたと述べ低位の数値を示している。

( 1 2 ) 韓 隨•尹 慶 芳 「侵華日軍第七三一部隊里的労エ」（『黒龍江文史資料』第22輯，1986年)。
( 1 3 )韓 •尹前掲論文，1986年。
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ちには，七三一部隊の中心的施設， 口号棟の外
部における重労働に使役せられた。 もとより，

平房の周辺でも徴用が強制され，付近の村落ご

とに負担が割当てられ，大きな村より，「労エ」

80名 と r 馬 車 」10台が，「特別軍* 地域」 以外の

村 落 と 小 村 か ら は 「労エ」40名 と 「馬車」 5 台
(15)

が供出された。満18〜60歳の男子の住民にはこ 

の労役が強要されたが，期 間 は 1 人当り年間に 

4 ケ 月 で （遠隔地の労働者の雇用期間は半年，1 年， 

数年と多種多様)，一 戸 内 に 3 名をこえる男子の 

労 働 力 が あ れ ば 1 名は常勤しなければならず， 

労役負担が農民の日常の生産活動を阻言し貧窮 

を深めたことは論をまたない。 雇用者数は平房 

進驻の時点において400名〜500名と推定される 

力；，細菌兵器製造などの活動規模拡大につれ四 

五 年 の 1 月 期 に 約 3, 00 0名を擁したと伝えられ , 
雇用者の管理のため設立された労務班は，班長 

以下の要員が日本の退役軍人で関東軍の憲兵隊 

の流れに属する公安面の構成員ともみられる。 

労務班の監視下で中国人の雇用者は，奴諫的な 

労働をしいられ生活条件も劣悪酷薄であったが， 

日本人が少しでも反抗的と認めれば，すさまじ 

い体罰や拷問をくわえて死亡せしめる虐待もあ 

とを断つことなく続いたという。 雇用者を蛋繁 

殖や採血のため利用したり，甚しきに至っては 

厂木材」 に転化し実験の材料とすることもあり

(16)
えたのである。

〔n 〕一 (3) 七三一部隊の拠点撤退後に生 

じた細菌汚染が東北住民に与 

えた後遺症の諸事例

一 九 四 五 年 8 月， ソビエト参戦の直後から七

三一部隊は平房の中心的施設を破壊し撒退を準

備した。 そ の さ い 中 国 人 の 雇 用 者 に よ れ ば ，

「動物舎を焼きにゆくと鼠の濫ゃ蛋の繁殖室の
(17)

扉があけられ」 ていたといわれる。 r 部隊 の 逃

亡時に一部の鼠疫菌をもった鼠を放している」 
(18)

という#ii原の証言•もあり，II員が故意に細菌の 

放出を企てたことも疑われえない。W原らの証 

言'では， このために部隊の拠点でたちまち厂鼠 

疫」 が発生し， 1 週 間 に 14 6 名も死亡するとい 

う結果になったが，韓氏の記述は，平房一帯の 

「鼠疫」 流行が部隊逃亡の翌四六年の秋期に頂 

点に至ることを伝えている。 七三一部隊の常設 

実 験 場 • 安達の場合は， 同部隊が撤退時に施設 

のみは焼却したが，鼻症，炭症’ 牛盛に感染し 

た馬28頭と牛50頭を放置して，付近の農民がこ 

れを耕作に使用したさい健康な家畜にまで病害 

は拡散された。 た吉林省科右前旗公安局資料 

では，一 九 四 五 年 8 月， 日本軍が王爺廟から逃 

亡する直前， 同軍支配下の與安医学院が小麦粉

注 （14) 1938年 6 月30日，関東軍司令部通讓第1539号 「平房付近特別軍事地域設定の件」により設定された 
地域の謂。同地域内はニ層以上の建物の建設および上空の飛行が禁止された聖域で，該地域面積は七 
三一部隊の立地の実際の大きさを示しうる数値の根拠とされてよかろう。 しかるに韓•挪 「日本関東 
軍平房細菌工場紀実」ではその範囲r方円32. 24k m 2丄 韓 時 r日本帝国主義侵華罪証—— 哈尔濱市平 
房日本細菌工場遺址簡介」〔「北方文物」1985.11.20)によれば「周囲80 k m 2」とされる。森村氏の前掲 
書における韓氏の解説によると，哈尔濱市地方史学会の実測による部隊の祉地の面積として，「32.24 
k m 2」。「21の村落をかかえ込んでいた」敷地の面積としてrSOkm2」 という数値が提起される。 韓隨 
前掲85年論文の解釈によれぱ38年 6 月30日設定の「地域」 としてはrSOkm2」が採られたと考えられ 
る。

0 5 ) 韓 •尹前掲論文，1986年。 しかしながら，七三一部隊が労役を課した雇用労働者の年齢に関して， 
韓 •挪 「日本関東軍平房細菌工場紀実」は17〜50歳と記し，森 村 著 『悪魔の飽食』第三部の韓氏の所 
見は18〜55歳という説をとる。注〔11)と注〔14)の場合にも同氏の数値は一定せず，算定の根拠につい 
て実証的にも理論的にも再考が必要であろう。

( 1 6 )韓隨前掲論文，1985年。および，韓 •尹前掲論文，1986年。
( 1 7 )韓魄前掲論文，1985年。
( 1 8 )綱!原 •田村ほか前掲論文，1983年。
( 1 9 )韓隨前掲論文，1985年。
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や 米 に 「鼠疫」菌を撒き住民を羅患させたため

に病言は翌年にもおよんだ。 そのほか部隊の支

隊があった林ロ付近，七星泡村，古城鎮ー帯に

おいてひとしく伝染病流行がみられたという。
中国軍事科学院の外国軍事 :研究部は， 日本降伏

後の東北の各地の伝染病流行も， 日本の細菌戦

部 !！の犯罪的活動と関係があるとみている。 た

とえば，一 九 四 五 年 8 月，長卷市内および二道

河子，宋家蜜子の伝染病言による多数家族の一

家全減， さらには，一九四五年〜一九四六年，

挑南，挑安，鎮資，開 通 の 4 県の事例，「鼠疫」

の患者はも300人に達し， そのうちの死者1 , 400
人余とされるが，哈尔濱市付近平房の場合にも

500名〜600名が死亡した。一九四六年，吉林省

永 吉 県 贫 路 河 に お い て は 「霍乱」 の死者が一日

で30名にのぼった。一九四七年，斉斉哈尔， m

束，度源，挑安，大資，安広，鎮寶，泰来， 開

通 ，瞻檢，挑南等々……各 地 の 「霍乱」 は患者

9 ,00 0人余， 死 者 7, 50 0人余におよんだといわ
(21)

れる。

〔瓜 〕一 (4) 「防 疫 絵 水 部 」 の 細 菌 戦 活 動  

が 中 国 各 地 の 軍 民 に 及 し た 伝  

染 病 害 に 関 す る 論 究

七三一部隊の中国各地方における生物兵器の 

実戦使用について中国側の文献は次のような諸 

事例を例証に供している。

1940年，寧波中心の浙江地区 

1941年，湖南省常徳 

1942年，四川，渐江，江西地区 

1942年，吉林省農安

上記の細菌戦争の被言状況の記録は，各地方 

政 治 協 商 会 議 文 史 資 料 研 究 委 員 会 の 『文史資

料』 に見出される場合があり， 以下に紹介する

の は 『寧波文史資料』 と 『湖南文史資料』 所収

の文* であるが， いずれも病言発生時に防疫に
関与していた医療関係者のまになる貴重な記録

と思われる。
(22)

寧波の資料は， r 日 本 の 中 侵 略 戦 争 中 の 罪  

行— 寧波の鼠疫の発生と経過」 という表題を 

もつ回想， と そ のほかに，「抗日戦争の時期の 

寧波鼠疫の記実」 という論文を収録するが，前 

者の回想は，「鼠疫」発 生 時 に 組 織 さ れ た 防 洽  

g 員会の医師である，孫金拓および工務処の処 

長の儉維熊を共同の執筆者として戦後の時代に
(23)

公表された報告である。 それによると，一九四
(24)

0 年10月2 7 日，朝 6 時 〜 7 時頃， 日本軍機が飛 

来してまや栗を市街地域に散布した。 3 日のち 

に 大 人 1 名 小 肥 2 名 が 死 亡 し た が 1 週 間 で 103 

名が相次いで死亡した。原因をめぐる寧波の学 

会の論♦ の す え に 調 査 の 結 果 は 「鼠疫」 と判明 

し，病まに汚染された街区を封鎖し患者を隔離 

したが， 封 鎖 の 1 ヶ月後に汚染地区の家屋が約 

200棟も焼かれたと伝えられる。 このときの寧 

波 の 「鼠疫」 については， 国際連盟の防疫機構 

が中欧人の専門家を派遣して国民党政府の衛生 

部代まと調査した。 彼 等 は 「鼠疫」 の発生の原 

因を敢えて問わず，①他処から伝染した。②日 

本軍の飛行機が投下した麦や粟に混入した蛋等 

による病災である， という両径路の可能性のみ 

を指摘し結論を下すことを避けていた。 国民党 

政府の側からは日本敗戦後に至るまで，寧波の 

「鼠疫」 に関する何らの公式の発まもなされて 

はいないが， 現地の医療関係者の専門的推論の 

帰結は，① 過 去 に 「鼠疫」 が発生した浙江省の 

南部の慶安は寧波から遠距離で往来もまた困難 

であり，② ぎ 波 で は 「鼠疫」 の発生の前例なく》

注 （20) 同前。

( 2 1 )中国軍事科学院'外国軍If研 究 部 『日本侵略軍在中国的暴行』〔解放軍出版社，1986年)。
( 2 2 )中国人民政洽協商会議寧波市委員会文史資料研究爱員会『寧̂波文史資料』第 2 輯，1984年。
( 2 3 )孫金i石•愧 維 熊 r日本侵ぎ戦争中的罪行一寧波鼠疫的発生和経過丄1963年。
( 2 4 ) 日付について27日説と22日説のニ説をみるが，王 祖 同 「抗日戦争時期寧波鼠疫紀実」（前 掲 『寧波 

文史資料』所収）によれば2ァ日ではなく 22日ということになる。
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'③日本軍の飛行機が麦や栗を散布した場所• 時 

間 は 発 病 の 場 所 • 時問と完全に一致する。 とく 

に ，麦や栗が多量に投下されている地域におい 

ては死者が最も多く， さらに，寧波にはいない 

小型の赤い蛋が発見されている事実。 以上の三 

つの理由に基いて疫病の原因を日本軍の細菌戦 

によるものとみていた。 ちなみに， 後者の論文 , 
r 抗日戦争の時期の寧波鼠疫の記実」 は， 当時

(25)
の新聞や政府の公報を通じて詳しく，発生から

「鼠疫」 との認定の経過，市民への予防の勧告

など一連の事件についての概況の把握を可能な

らしめる。 そのうえ， この論文の文面には，一

九 四 0 年1 1 月 5 日，『時♦ 公報』紙上の防疫特集
(26)

記 事， ならびに，各 地 区 別 の 1 戸毎， 家族数，

患者数，死亡者数の諸* 計， 防疫のため焼却さ 

れた，家屋についても地蓉と商店名または居住 

者の氏名などが列挙されている，具体的なま実 

を伝える基礎的な資料が現れる。 しかるに，上 

記 の 『公報』 を 始 め と し 上 海 の 『申報』 に至る 

まで，寧 波 の 「鼠疫」 を報じながらもその発生
(27)

の原因を糾したものはなく， 以下に論ずろ湖南

の 場 合 は 日 本 軍 の 細 菌 戦 に 「鼠疫」 の原因を求

める反面， 国民党系の新聞に疫病関係の記事を
(28)

掲載することさえも忌避されたのである。湖南 
(29)

の資料は， 湖 南 省 の 常 徳 に お け る 「鼠疫」 の発 

生 と 中 国 側 の 対 応 に つ い て 寧 波 「鼠疫」 と対照
(30)

可能な当事者による回想録である。執筆者の鄧 

一題は，湖南省の衛生処の主任技師で省防疫隊

注 （2 5 ) 『時事公報』1940年11月5 日，11月7 日，12月2 日など数件の記事の引用に依拠して論文が構成せ 
られている。

( 2 6 ) 同上11月5 日 付 『時事公報』の防疫特* の見出し項目とその要旨を例示すると——  

a . r巨禍全市民と共にペストの撲減に立ちあがろう」
b . 「ペスト防治措置」〔県衛生院による防疫作業の経過報告）
C . 「霊橋鎮公所緊急通告」〔汚染地区からの転入に注意，県衛生院の防疫活動に協力を要請） 
d . 「ネズミ買上げ通知」〔部県衛生院がネズミー四を一角で買上げる通知） 
e . 「天然參台，...中南劇院，閩江劇院連合通告」（鼠疫予防のために上演中止）

( 2 7 ) 中国の新聞が，寧 波 の r鼠疫」を， 日本軍の細菌戦に帰因せしめた事例はハバロフスク裁判の以後 
のもので，1950年 2 月14日，新華社の杭州電の記まがおそらくは初発のものである。〔『東北日報』に 
は2 月16日，『人民日報』には2 月21日にその記事が掲載された。）同上記事はぎ波「鼠疫」の患者の 
うちの数少くなった生存者の一人.銭貴法の証言を下のごとく伝えている。「1940年10月22日， 単翼 
の日本軍機が一機東北方から低空飛行してきて，開明南，東後街の一帯で多量の小麦，粉，栗やビラ 
等をまいた。 ビラには日.独 .伏の国旗と"中日親善" を象徴すべく固く結ぱれた2 本の手が描いて 
あり，『日本人は衣食が豊かなので余った食料で重慶の靓鎭を教済する……』 と言いてあった。 そし 
て 30日になって隣家の豆腐店の夫婦が病死，次の日私も発病した。」またこの記#のなかで当時の寧 
波市の医師である丁立成のl E sとして，「1941年，日本軍が享波を占領した後，その軍医機構はきわめ 
て大きく， また毎日必ず私の病院へ人を寄し伝染病患者が発生していないか調べた……日本は寧波占 
領後に効果を得られるようその前年にあらかじめベスト菌散布の実験をおこなっておいたのだろう。」 
という経緯が指摘された。まさにこれは実戦段階の生体実験といえよう力、。

(28) 1941年に湖南省の常徳に生じた「鼠疫」に関して，流行の最中といってもよい時期に英文の重要な 
報告がなされていた。すなわち，Joseph Needham, "Report on Plague in Changteh, Hunan"

(Dec. 12th 1941)であるが， 患者の例症を含めた詳しい報告の作成のために情報を提供したのは， 
『湖南文史資料』に防疫隊の責任者として名が知られる陳文貴（ニーダム. レポ一トによればChen 

W en K w e i とされる）にほかならぬ。 1936年に彼は国際連盟の要請を受けてイソ ドでぺストの研究 
に当った細菌学者で，1941年当時は貴州省貴陽の紅十字会救護総隊部に属して国民党の軍政部の戦時 
衛生人員訓練所を助けた。1950年 2 月12日 の 『東北日報』紙上の手記によれぱ陳氏は常徳における活 
動を回顧し次のごとく述べていた。「一般にぺストの蔓延は食料輸送ルートに沿って生ずることが多 
L、o 常徳は米の産地であり，日本軍がここから広くペストを流行させようとしたことは戦懐すべき:寧 
実である。」（草光俊雄氏の好意的仲介により本会はかの有名なニーダム• レポ一トの原文の寄贈を受 
ける燒岸と光栄に浴した。ジョセフ. ニーダム博士に対して特に深謝の意を表する。）
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の特派員として常徳入りした。 ちなみに鄧氏の 

記述によれば，一九四一年1 1 月 4 日朝6 時， 日 

本軍機が低空飛行により米，麦，豆，綿，布 ， 

靈などを投下したが空襲警報の解除以後に回収 

す る と 200〜2 5 0 k g の多きに達した。 日本軍の 

行動についてすでに中国側が警戒していたもの 

力、，投下物の一部を検查用に病院へ送った他は 

全てを焼き，病菌投下の疑いも濃厚と認め翌日 

に至り早くも省衛生処あてに調査が依頼された。 

現地の対応の早さに拘らず，1 1 月1 1 日，省医療 

防疫隊が遅れて常徳に着いた理由は， 国民党政 

府 が 「国際的信用」 に関ると称して事件を不問 

に付そうとした試みにあった。 防疫隊を派遣す 

る経費も中央と省と県の行政の各段階で支出を 

拒否され出発それじたいが遅延したのである。 

その間に死んだ鼠が常徳の街路に現れ，1 3 日に 

12歳 の 女 児 が 死 亡 し 相 次 ぐ 死 者 の 遺 体 の 処 理  

は医療ぽての監視下で火葬にするのが鉄則とされ 

たが，火葬を拒んで密かに土葬を選んだ場合は 

改めて焼却に付すべく墓が掘り返された。 1 1 月 

1 7 日， 中央の政府はようやく調査隊を常徳入り 

せしめて，遺体解剖の結果と日本軍の投下物の 

検 查 結 果 を 照 合 し 日 本 軍 の 飛 行 機 が 散 布 し た  

細 菌 を 常 徳 の 「鼠疫」 の病源と断定した。 この 

間に政府の姿勢に大なる変化は見出されがたい 

の で あ っ て 新 聞 に 「鼠疫」 の記まが掲載される 

ことはなかった。 四一年1 1 月に病災が発生して 

か ら 四 ニ 年 3 月に流行が下向するまで約3 ヶ月 

の 死 亡 者 数 は 60 0人に達したということである。
中国軍事科学院の外国軍享研究部は， きわめ

て著名な寧波と常徳の* 例のほかに， 細菌戦の

被言に関する諸地域の報告を集めて，一九八六
(31)

年に詳しく包括的概観を試みた。 それによると ,. 
四 ニ 年 7 月，七 三 一 部 隊 は 南 京 「栄」部隊と共 

同で重慶—— 浙續鉄道の沿 ! ! 地帯の金華，龍游， 

衝県，玉山，浦江一帯に対する細菌戦争を行っ 

て， 同 年 8 月3 1 日以後， ま た も 衝 県 .金 華 な ど  

の地方に出動し，義烏県の崇山村の場合は全村 

. 380戸中の30戸 が 絶 減 し 「鼠疫」 の死者は32ひ 

余名におよんだという。 そのほか，四ニ年に吉 

林 普 の 農 安 県 で 「鼠疫」菌 を 帯 び た 蛋 を 田 畑 . 
水源に留らず人の居住区に散布後，村落を封鎖 

して焼却した結果は4 ,000〜5 ,000人の死を招く 

に至った虐殺の実例と， あわせて，東北の各地， 

遼陽，本溪，新民，哈尔濱， a 赂河，泰来， 白 

城子，挑南，東豊，双城，撫順等もまた細菌が 
散布された地であることが報ぜられている。 こ 

のほかにも，辺区の事例'，すなわち，解放区の 

軍民が受けた細菌戦の被言に関する，若千の例 
証については同部も指摘しているが， ひとまず， 

節を改めて筆者は上述の領域の考究を別に試み 

る。

〔IV〕 研究の動向と今後の課題

一九五0 年代初頭に中華人民共和®の七三一 

部隊研究は早くも初発の段階を迎えた。 すなわ 

ち，四九年12月， ハバロフスク極東軍享栽判の 

法廷が七三一部隊関係の日本人戦犯12名を審問 

し，五 0 年 2 月，審判経過がソビエトの外交通

注 ひ 9 ) 中■人民政治協商会議湖南省委員会文史資料研究委員会『湖南文史資料』第18輯，1984年。ちなみ 
に同* の付記によれば，同委員会が65年以後に41年当時の防疫治療の関係者や細菌役下の目撃者に再 
度取材し，元常徳広徳病院医師譚学華の協力を受けて鄧氏の記録に補正を加えた事実があるものと理 
解してよ力、ろう。

(3の 鄧 ー 題 「日寇在常徳進行鼠疫細菌戦経過丄1965年。（前 掲 『湖南文史資料』所収)。
( 3 1 ) 中国軍事科学院外国軍事研究部前掲* , 1986年。
(32) 1949年12月25日〜29日，ハバロフスクの極東軍事裁判が料明した日本軍の細菌戦の実態には当時の 

中国の新聞も太なる関心を寄せた。1949年12月28日〜1950年 1 月8 日，『人民日報』が連日裁判の進 
行状況を詳しく紹介し関連記事は16点を数えた。 2 月5 日， ソビエト政府の照会（「関於設国際特別 
軍事法庭審判裕仁等日本細菌戦犯」） の公去に相次ぐ各地の反響， 関連記享や社説などは月末までに 
大小35点の多きに達した。『東北日報』は新華社電の他にも独自の取材を加えて裁判期間中に20点お 
よび同年2 月末までに42点におよぶ記享を掲載している。
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注 (33) 重要と思われる資料と著作の一部を掲げると——

『前日本陸軍軍人因準備和使用細菌武器被控案審判材料』，外国文* 籍出版局，1950年中文版。 
『正義的審訊•蘇聯審訊日本細菌戦犯案経過』，新華書店，1950年中文版。

儲 華 編 『日寇的滔天罪行慘無人道的細菌戦争』，大東言局，1951年。
草 原 『日寇細菌戦暴行』，上海通聯言店，1951年。

秋 山 浩 『731部隊』，群衆出版社，1961年中文版。
桥申原.田村ほか前掲論文。
森村誠一『悪魔的盛宴』，福建人民出版社，1983年中文版。
森村誠一『悪鬼的菜園』第三部，黒龍江人民出版社，1984年中文版。
韓魄前掲論文，1985年。
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達により公まされた結果， 日本軍の細菌戦に関 
(32)

する中国の報道や論作も数多く現れた。 中国軍

事科学院の外国軍* 研究部は， 同時期に出版さ

れた中文の参考書としてぽ華および草原などの 
(33)

著作や資料をあげている。 そののち，一九六一
(34)

年，秋 山 浩 『特殊部隊七三一』 中文版の出版を 

次発の段階の起点に，一九六ニ年には綱原ほか
(35)

3 名 の 「"満洲第七三一部隊" 罪悪史」 の成稿

とその翻訳があり，前 掲 『寧波文史資料』• 『湖

南文史資料』所収，孫 金 拓 • f兒維熊（1963年）お

よ び鄧ー塵〔1965年）などの回想録が現れる点を

併せ看れば，六0 年代前半期にすでに七三一問

題研究のために必要な学術上の一般的な前提は

具備されたものと看做すべきである。 しかして，
文革期の前後に生じた学術上の空白を越えて，

ふたたび， 日本帝国主義の戦争犯罪問題が七三

一という特殊化された形態において浮上するの

は，一九A 二 年 〜̂ー九A 三年， 日本の歴史教科

書 記 述 の 国 際 政 治 問 題 化 の 最 中 に ， 森村誠一

『悪魔の飽食』 中 国 語 版 が 上 梓 さ れ た の ち の

代のことである。 同上書の中文版はA 三年の 
(36)

『悪魔的盛宴』 と A 四 年 の 『悪鬼的楽園』 第
(37)

三部という二種類があり， いずれも， 中国の知 
識層に日本の細菌戦についての関心を付与した 

のみか，七三一部隊に関する歴史的研究に対し 

て大なる刺激と意欲を与えた享実はこれを否定 

しえない。 それゆえ， 中国の七三一研究論文の 

殆んど全てがA 三年以後段階に執筆されるとみ 

て， この時期から中国の七三一研究は前史的段 

階を脱して新しい展開の局面に入ると論ずる意 

見もまた可能である。 とはいえ，上述の推論が

森村氏の著作の中文訳の影響を過大に評価し 

中国研究者に与えた森村仮説の況縛的影響に閱 

する過小評価を齋すことも否みえない。 たとえ 

ぱ，七三一研究の中心はかつての部隊所在地と 

相蔽うところの黒龍江省の哈尔濱市， とりわけ, 

同市地方史研究会の七三一部隊研究班， ならび 

に，哈尔濱市の南郊平房に残存する部隊の施設 

を 改 修 し た 「長華日軍第七三一部隊罪状陳列 

館 」（黒龍江省所管の文物保護単位)， な い し は 同  
陳列館長の韓魄氏個人であるが，往時部隊に徴 

用され強制労働に従事した，雇用者の個別的な 

追想に依拠して七三一の歴史像を韓氏が構成す 

る，手法そのものと証言に対して同氏の与えた 

梓組はいずれもま村氏による大胆きわまる仮説 

づくりの影響下にある。 韓隨氏論文がようやく 

A 五年段階におよんで， 中央檔案館所蔵資料と 

各 地 方 公 安 関 係 資 料 （各省公安廳資料• 各市公安
(38)

局資料……） に主たる典拠を求める研究， した

がって実IE的研究の基底的局面よりみれば，A  

三年段階の外発的研究の範域から出立して七三 

一研究の内生的発展を志向しうる境地にまで進 

みえたことは認むべきである。 もとより，♦ 実  

上現今の中国においては七三一研究の拠点をな 

すのが，黒 龍 江 省 な 、しは哈尔濱市における地 

方史の研究会とその七三一の研究班であり， あ 

るいは，平房区の韓晚氏が， 余人の比肩しえな 

い口述資料と文献資料の量的なま積のゆえに，
A 五年段階以後の中国七三一研究の中心に位置 

づけられる現状の意味するものは，全国的視野 

を伴わぬ地方史研究の内なる现縛が超克されえ 

ない状況の投影なのである。 しかして，韓魄氏
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の諸論稿は，r侵華日軍」 が 細 菌 戦 争 を 重 ね た

江南の論述に乏しく， 細菌兵器の実戦使用に関
(39)

してfi要な例IEを 供 す る 「辺区J の場合は，「鼠 

疫」 の 患 者 を "1,200" 万人と記述しながらも 

数値の出所については，著書を掲げて著者を示
(40)

さず典拠の不透明な暖昧性が読者に与える難題 

を顧みぬ作風を示してなお余りがある。 いかに 

も， 同氏の専門的な地方史の研究は， 七三一部 

隊 の 中 心 的 拠 点 と さ れ た 『地域』 において実験 

の た め に 殺 言 せ ら れ た 「木 頭 丄 約 3,000人，部 

隊内へ強制的に連行され労役中に死亡した雇用 

者 の 約 3,000人を合算して儀牲者を数千人と推 

計した。数千人の儀牲者は，平和愛好的といわ 

れる日本国人民にとっても戦懐すべき数字であ 

る， とはいえ，一千二百万の鼠疫患者数が，抗 

日戦争期の被長略国民にとっても軽視されえな 

い数値でないとは断じ難いのである。 かくして， 

向後の課題は， 中国側の研究者が与える暖昧な

数値や資料の根拠を徒らに論難することでもな 

く無視することでもない。 忘却すろことは恐ら 

く未来の責務に対する裏切りであろう。 未来の 
歴史につらなる今後の課題をなすのは， 日中両 

国の研究者間の交流を持続して对話を創出する 

民衆次元の協働作業が，資料的典拠や統計的数 

値の暖昧さをより確実なそれと代位せしめる過 

程において，諸国民に共通な歴史の再構築を志 

向するという努力なのである。

付記----本文は田中が，脚註内の邦訳文

は，江田が文責を負うべきものと定めて 

はいるが，実質的に全論稿が，江田と田 

中の-共同討論•共 同 執 筆 の 所 産 と 看 做 さ  

れることを強く望むものである。

田

江

中

田

明

いづみ

(経済学部教授） 

(関西大学講師）

注 （39) 1950年 2 月11日 の 『東北日報』は晋綴辺区（山 西 .緩 遠 一 「辺区」は当時の解放区. 抗日の根拠地 
の名称）の河曲，保徳，興県，嵐県に，また晋冀魯豫辺区（山 西•河 北’山 東•河南）では，新鄉，滑 
県，淡県などの地域にペスト菌，チフス菌が散布されて，新鄉においてはチフス菌の投下装置も発見 
されている，との記事を掲載した。 2 月 1 0日 の 『人民日報』は，「ニ野後勤工作人員（第二野戦軍兵 
站部要員）指控日寇散播病菌毒言華北各地人民」 と題して以下の証S を伝える。「1942年， 日寇が 
晋跋辺区を『掃蕩』 したのち，現地の衛生機関は河曲，保徳一帯でペスト患者を発見，数十名もが死 
亡した。現地の軍政衛生®関が人民を隔離し，交通を遮断して蔓延をおさえた。この地方ではそれ以 
i]なにぺストが流行したことはない。解放軍衛生機関は新鄉で敵がチフス菌を散布するのに使用した装 
0 を発見したが，その時点で現地の人民のチフスによる死亡者は数十人に及んでいた。このほか日寇 
は弁戸や食物の中にも毒を入れた0」

( 4 0 ) 韓魄氏が著者名を落して示した著* の表題は『日寇侵華暴行録』で， 郭 士 杰 『ロ軍華暴行録』 
(1951年）の誤記であるとも想定されうるが，軍# 医学科学院の高樹徳教授報告も，解放S の8 年間 

にわたるペストの患者数について， 1,200万と全く同一の数値を提示された点を考慮に入れると，韓 
氏引用の著言の推計は高氏提出の数字の根拠と関係があろとの推論もなりたつ。韓氏にし4来する錯綜 
した関連を解明して問題の数値の根拠へと邏及する作業は将来の研究の課題に帰属すろ。
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